
 ○どんな学習会が対象になりますか︖ 
 特別に講師を招いて⾏う学習会で、５名以上の参加が⾒込まれる学習会が対象となり 

 ます。 

 ●サークルが、札幌から講師を招いて特別練習会を⾏う。 

 ●友⼈などのグループが、市内の講師を招き、パン作りの教室を⾏う。 

  ●Zoomによるオンライン学習会  など 

 ○申込みの条件はありますか︖ 
 広く利⽤してもらうために、次のような条件があります。 

  ●  令和７年度につきましては、7⽉31⽇（⽊）まで申請を受け付けています。 
    ３⽉までに実施を予定している学習会・講習会について申込みをしてください。 

 ●５名以上の参加が⾒込まれること。 

 ●同じ団体、同じ事業が利⽤できるのは、続けて２年までです。 
 ※ 政治または宗教に関する団体・サークルは、この事業の対象とはならない。 

 ※ 他機関からの⽇常的運営補助を受けていない。 

 ○補助の⾦額は決まっていますか︖ 
 講師が住んでいる地域（網⾛市内、網⾛管内、北海道内・北海道外）によって、講師 

 謝⾦の上限があります。基準がありますので、お問い合わせください。 

 ○申込みの⼿続きは簡単ですか︖ 
 申請の時、  「申込書」「学習会計画書」「規約および会員名簿」  を提出してください。 

       受付締切り後、教育委員会で内容等を審査し、助成⾦額を決定  して 

           お知らせします。 

           申請件数（⾦額）が多い場合は、基準よりも減額となる場合があります。 

 学習会終了後、教育委員会へ  「実施報告書」  と事業の記録写真２枚提出してください。 

 ⼿続き終了後、教育委員会が講師へ直接謝⾦を⽀払います。 
  ※なお、講師謝⾦は所得税10.21％をあらかじめ差し引いた⾦額を振り込みいたしますので、ご了承ください。 


